
4

令和４年度
千葉県公園緑地行政の
動向について

令和４年度
千葉県公園緑地行政の
動向について

１　はじめに 
　一般社団法人千葉県造園緑化協会の皆様には、日頃、
本県の公園緑地・景観行政に御理解、御協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。さらに貴協会におかれまして
は、災害時には「地震・風水害・その他の災害応急対
策に関する業務協定」に基づき、県立都市公園の早期
復旧等に御協力いただいているとともに、景観法に基
づく指定による「景観整備機構」として、本県の景観
の保全・整備に御尽力いただきまして、重ねて御礼申
し上げます。
　新型コロナウイルス感染症の影響が続き、「新しい
生活様式」の定着が求められている私たちの暮らしの
なかで、都市や人々に潤いや安らぎ、癒しを与えてく
れる公園・緑地というものが、公園利用者や社会に
とってかけがえのない財産であると、改めて広く認知
されたところでございます。
　都市公園の整備は進んできましたが、その一方で、
施設の老朽化や、都市公園の更なる活用の必要性が指
摘されています。これらを背景とし、人口減少や地方
公共団体の財政的制約等の社会情勢の変化を踏まえ、
平成２９年に都市公園法が改正され、新たな官民連携手
法である公募設置管理制度が創設されました。この下
で、今後は都市公園の活性化や再編、民間のノウハウ
や投資を積極的に引き出す民間等との連携強化、都市
公園の一層柔軟な管理運用などが、今日における都市
公園の新たな課題となっております。
　また、都市の緑を含めた、より幅広い観点から街の
景観づくりを捉え、市町村、　景観づくり地域活動団
体、景観整備機構（千葉県造園緑化協会など）及びNPO
など、多くの団体やその関係者との協力のもと、良好
な景観づくりに向けた協働の環を広げていけるよう取
り組んでおります。

　以下では、県立都市公園の整備・管理や都市の緑の
創出、景観形成などに関する県の取り組みを御紹介い
たします。

２　県立都市公園の整備と管理について 
　現在、県では、長生の森公園、八千代広域公園及び
市野谷の森公園の３箇所の県立都市公園の整備を行っ
ております。
　長生の森公園においては、北側エリアで整備を進め
ていた多目的広場が完成し、管理棟など、その周辺施
設についても現在整備を進めているところです。
　八千代広域公園においては、村上側がすでに供用を
開始しており、残る萱田側についても、早期完成に向
け、造成工事等を進めております。
　市野谷の森公園の１期区域は、令和４年３月に供用
開始するとともに、同年１月に認可された２期区域は、
貴重な動植物のための樹林地の保全や自然とのふれあ
いの創設などを目指し、計画的に事業を推進してまい
ります。
　次に、柏の葉公園では、都市公園法に基づく「公募
設置管理制度」、いわゆるPark-PFIを活用し、園内の
緑や水辺を生かした、民間活力による飲食施設等の設
置に向け、手続きを進めております。
　このほか、富津公園と蓮沼海浜公園では、海の魅力
を生かした再整備に向け、公園の将来像や方向性を示
した基本方針を作成するため、有識者や地元関係者等
による会議を立ち上げ、検討を進めているところです。
　また、現在、１１公園において指定管理者制度を導入
しており、指定管理者に対する年度ごとの履行状況確
認の他、指定管理期間の中間年には第三者による管理
運営状況の評価を行い、結果を公表しております。今
後も、県民ニーズに即したサービス向上や効果的な管
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理運営に努めてまいります。
　このように、県立都市公園がより一層安全で魅力あ
ふれる場として、より多くの皆様に利用していただけ
るよう、公園の質の向上や公園利用者の利便性の向上
に鋭意取り組んでいきたいと考えております。

３　都市の緑の創出に向けて 
　都市における緑を創出していくためには、都市公園
などの整備により公的空間において緑を確保していく
ほか、建築物の敷地内空地や屋上・壁面など、民有地
も含めて緑化を推進していく必要があります。
　県では地域におけるまちづくりの中心的な役割を担
う市町村と連携しながら、　広く県民の皆様に緑につ
いて関心を持っていただき、都市の緑の重要性につい
て　より一層理解を深めていただくことを目指して、
緑化に関する普及啓発活動を実施しております。

　その一環として例年、県庁に「緑のカーテン」（つる
性植物で窓を覆うもの）を設置しております。令和４
年度は、中庁舎ロビーの南側に琉球朝顔を植えました。
　また、新型コロナウイルス感染症により、開催を見
送っていた「千葉県立都市公園スタンプラリー」を３
年ぶりに実施し、県立都市公園に親しんでいただく期
間を設けました。
　引続き、県民の皆様にとって身近で取り組みやすい
都市緑化として緑のカーテンの普及に努めていくと共
に、さらなる普及啓発活動に係る新たな事業を模索し
ていきたいと考えております。
　また、国では地域におけるグリーンインフラの取組
を支援するため、グリーンインフラの推進方策として
「グリーンインフラ活用型都市構築支援事業」を令和
２年度より実施しております。
　これは市町村の策定した「緑の基本計画」等に整合
し、公園緑地が有する多様な機能を引き出し、複数の

青葉の森公園（陸上競技場走路改修） 柏の葉公園（電光掲示板改修）

緑のカーテンとチーバくん 琉球朝顔　県庁中庁舎ロビー南側

１ 　 はじめに
　本造園学会は、造園という伝統的な職能が蓄積して
きた技術と文化のうえに、近代的な理論と科学的体系
を構築することを目的として、1925年に創設されまし
た。1923年の関東大震災からの復興が、学会創設の契
機の一つになっています。その後、我が国最初の造園
学に関する学術団体として発展しきた学会は2025年に
創設100周年の記念すべき年を迎えます。
　現在、学会は約2,200人の会員を擁し活動を進めて
います。学術団体であるため、会員は大学や研究機関
の研究者がほとんどであると思われがちですが、実際
には、国や地方公共団体の行政担当者、民間のコンサ
ルタントや設計事務所に勤務する実務家に至るまで、
きわめて幅広く多様な会員により構成されています。
　これは、学術を基盤としながら、技術、芸術、政策・
事業など、造園・ランドスケープ界の多様な分野をま
たぐプラットフォームとしての役割を果たし、社会に
貢献することを学会の目的としているからです。
　また、従来から、造園・ランドスケープ関連諸団体
と連携を深めるべく包括協定の締結を進めてきまし
た。現在、（一社）日本造園建設業協会、（公財）都市
緑化機構、（一社）ランドスケープコンサルタンツ協
会、全国 1 級造園施工管理技士の会、（一社）公園管
理運営士会と包括協定を締結しています。協定に基づ
き、相互の事業に関わる連携と協働を進めています。

２ 　 学会誌の刊行
　学会の基本的な情報発信の手段としては、学会誌の刊
行が挙げられます。
　学会誌「ランドスケープ研究」は、毎年 1 巻 5 号を刊行し
ています。このうち、本誌の1 ～ 4 号は、冊子体であり、会
員宛てに郵送されます。編集委員会で企画立案した特集テ
ーマ・記事が主であり、あわせて学会の活動報告等も掲載さ

れます。最近の特集テーマを遡ると「公園で商いをするという
こと」、「地域に生きる知恵と風景」、「生物多様性―ネイチャ
ーポジティブの時代へ」、「ランドスケープDX」、「日本庭園の
継承と発展」、「世界への発信に向けて日本のランドスケープ
を考える」、「在来の草本植物を用いた植栽事業の現状と可
能性」、「公園と子育て・子育ち－公園を舞台とした地域の課
題解決」、「グリーンインフラ－緑地の雨水貯留浸透機能」等
が挙げられます。研究者のみならず造園技術者にとっても有
益な幅広いテーマ設定になっており、最新の動向を理解する
ことが出来ます。なお、毎巻 5 号は研究発表論文集であり、
査読審査を受けた研究論文がオンライン上で公開されます。
　「ランドスケープ作品選集」は、学会誌の増刊号という位
置づけです。1992年度から隔年（西暦偶数年度）で刊行
されています。学会の正会員により企画、計画、設計され、
応募登録時点で竣工している造園作品のうち、一定の選
考基準を満たしたものが掲載されます。日本国内のみなら
ず海外の作品も対象です。作品毎にカラー写真や平面図、
作品の解説や作品評等が掲載され、好評を博しています。
　「ランドスケープ技術報告集」は、カラー版の電子媒体で
刊行しています。年 3 回投稿を受け付けており、学会個人
会員もしくは賛助会員団体の社員・職員の方が著者に 1 名
以上含まれれば投稿できます。投稿後は、形式審査を経て、
学会ホームページに掲載されます。造園における調査、計
画、設計、施工、施工管理、施工監理、運営管理、維持管理
に関わる技術、造園建設に用いられる工法、資材に関わる
技術を対象にしています。造園技術者の方々の実務・現場
での知見を、他の場面や学術研究にフィードバックする上で
重要な役割を果たすことが期待されています。

３ 　 全国大会・支部大会の開催
　学会の主要行事には、年に 1 回、春季に開催される
全国大会があります。全国大会では、 3日間の期間中に、
見学会、デザインコンペの講評会、学会賞受賞者の講演
会、公開シンポジウム、研究発表会、情報交換会（懇親会）
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１　はじめに 
　一般社団法人千葉県造園緑化協会の皆様には、日頃、
本県の公園緑地・景観行政に御理解、御協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。さらに貴協会におかれまして
は、災害時には「地震・風水害・その他の災害応急対
策に関する業務協定」に基づき、県立都市公園の早期
復旧等に御協力いただいているとともに、景観法に基
づく指定による「景観整備機構」として、本県の景観
の保全・整備に御尽力いただきまして、重ねて御礼申
し上げます。
　新型コロナウイルス感染症の影響が続き、「新しい
生活様式」の定着が求められている私たちの暮らしの
なかで、都市や人々に潤いや安らぎ、癒しを与えてく
れる公園・緑地というものが、公園利用者や社会に
とってかけがえのない財産であると、改めて広く認知
されたところでございます。
　都市公園の整備は進んできましたが、その一方で、
施設の老朽化や、都市公園の更なる活用の必要性が指
摘されています。これらを背景とし、人口減少や地方
公共団体の財政的制約等の社会情勢の変化を踏まえ、
平成２９年に都市公園法が改正され、新たな官民連携手
法である公募設置管理制度が創設されました。この下
で、今後は都市公園の活性化や再編、民間のノウハウ
や投資を積極的に引き出す民間等との連携強化、都市
公園の一層柔軟な管理運用などが、今日における都市
公園の新たな課題となっております。
　また、都市の緑を含めた、より幅広い観点から街の
景観づくりを捉え、市町村、　景観づくり地域活動団
体、景観整備機構（千葉県造園緑化協会など）及びNPO
など、多くの団体やその関係者との協力のもと、良好
な景観づくりに向けた協働の環を広げていけるよう取
り組んでおります。

　以下では、県立都市公園の整備・管理や都市の緑の
創出、景観形成などに関する県の取り組みを御紹介い
たします。

２　県立都市公園の整備と管理について 
　現在、県では、長生の森公園、八千代広域公園及び
市野谷の森公園の３箇所の県立都市公園の整備を行っ
ております。
　長生の森公園においては、北側エリアで整備を進め
ていた多目的広場が完成し、管理棟など、その周辺施
設についても現在整備を進めているところです。
　八千代広域公園においては、村上側がすでに供用を
開始しており、残る萱田側についても、早期完成に向
け、造成工事等を進めております。
　市野谷の森公園の１期区域は、令和４年３月に供用
開始するとともに、同年１月に認可された２期区域は、
貴重な動植物のための樹林地の保全や自然とのふれあ
いの創設などを目指し、計画的に事業を推進してまい
ります。
　次に、柏の葉公園では、都市公園法に基づく「公募
設置管理制度」、いわゆるPark-PFIを活用し、園内の
緑や水辺を生かした、民間活力による飲食施設等の設
置に向け、手続きを進めております。
　このほか、富津公園と蓮沼海浜公園では、海の魅力
を生かした再整備に向け、公園の将来像や方向性を示
した基本方針を作成するため、有識者や地元関係者等
による会議を立ち上げ、検討を進めているところです。
　また、現在、１１公園において指定管理者制度を導入
しており、指定管理者に対する年度ごとの履行状況確
認の他、指定管理期間の中間年には第三者による管理
運営状況の評価を行い、結果を公表しております。今
後も、県民ニーズに即したサービス向上や効果的な管
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理運営に努めてまいります。
　このように、県立都市公園がより一層安全で魅力あ
ふれる場として、より多くの皆様に利用していただけ
るよう、公園の質の向上や公園利用者の利便性の向上
に鋭意取り組んでいきたいと考えております。

３　都市の緑の創出に向けて 
　都市における緑を創出していくためには、都市公園
などの整備により公的空間において緑を確保していく
ほか、建築物の敷地内空地や屋上・壁面など、民有地
も含めて緑化を推進していく必要があります。
　県では地域におけるまちづくりの中心的な役割を担
う市町村と連携しながら、　広く県民の皆様に緑につ
いて関心を持っていただき、都市の緑の重要性につい
て　より一層理解を深めていただくことを目指して、
緑化に関する普及啓発活動を実施しております。

　その一環として例年、県庁に「緑のカーテン」（つる
性植物で窓を覆うもの）を設置しております。令和４
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　また、新型コロナウイルス感染症により、開催を見
送っていた「千葉県立都市公園スタンプラリー」を３
年ぶりに実施し、県立都市公園に親しんでいただく期
間を設けました。
　引続き、県民の皆様にとって身近で取り組みやすい
都市緑化として緑のカーテンの普及に努めていくと共
に、さらなる普及啓発活動に係る新たな事業を模索し
ていきたいと考えております。
　また、国では地域におけるグリーンインフラの取組
を支援するため、グリーンインフラの推進方策として
「グリーンインフラ活用型都市構築支援事業」を令和
２年度より実施しております。
　これは市町村の策定した「緑の基本計画」等に整合
し、公園緑地が有する多様な機能を引き出し、複数の
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等が行われます。なかでも、シーズ段階の研究・社会実
装まで幅広い情報提供と意見交換が可能な「ポスター発
表」、企業団体から個人まで、活動の発信や交流をおこな
う「企画展示」、より具体的で現実的課題への深い議論
により解決を目指す「ミニフォーラム」等への参加は、造
園技術者とって有益であると思います。
　例えば、ミニフォーラムは過去 2 年間の全国大会で20以
上のテーマで開催され、「街路樹整備・管理の適正化の
課題と今後」、「公園の社会的価値向上のための管理運
営指標の試み」、「工事における既存樹木の保全のあり方」
等は現場での実務とも密接に関連するものです。
　ちなみに、2023年度の全国大会のミニフォーラムの一つとし
て開催された「造園の魅力－社会から必要とされる造園産業
界の仕事とは－」の様子は、本誌「ちばの緑」の前号（第
82号）に「2023年度日本造園学会全国大会報告」として掲
載されていますので、あらためてご一読いただければ幸いです。
　一方、学会では支部活動も盛んに行われています。支部
組織は、北海道、東北、関東、中部、関西および九州の6
支部からなり、千葉県は関東支部に属しています。関東支部
では、年に一回、秋季に支部大会を開催しています。 2日間
の期間中に、公開シンポジウム、研究・事例発表会、交流
会等を開催しています。全国大会とは異なり、支部の地域特
性を活かしたローカルなテーマでの議論も魅力の一つです。
　なお、全国大会、関東支部大会ともに、非会員の方も
所定の参加費でほとんどのプログラムに参加可能です。是
非、全国大会、支部大会に足をお運び下さい。

４ 　 造園CPD制度の運営
　ご承知のとおり、造園系技術者は、自らの責任で的確な
判断を下し、適正に業務を実施し技術者の社会的使命を
果たすことが求められます。このため、講習会・論文等の
発表、研修、技術指導、業務経験等を通して継続的に自
己研鑽する必要があります。このような継続教育を実施し
つつ、技術者の能力開発を支援し、結果を客観的に評価
する制度として、造園CPD制度が運用されています。造園
CPD制度は（一社）日本造園建設業協会をはじめ、造園
に関わる関連約30団体で構成する造園CPD協議会で実施
されています。また、造園分野にとどまらず、土木、建築、
技術士等の建設系CPD協議会との連携もはかられています。
　学会は、造園CPD制度の運営を、公益事業の一つとし
て位置づけ、造園CPDプログラムの認定、造園CPD登録
実施記録審査と証明書の発行等を担っています。
　学会の諸活動の多くは、造園CPDプログラムの認定のも

とで実施され、それに参加することにより所定の単位を取
得できます。例えば、「ランドスケープ技術報告集」は、造
園 CPD制度の「Ⅱ．論文等の発表」のうち、教育形態「（220，
221）論文・総説・技術報告の発表（専門誌への査読無
し発表）」に該当し、掲載された場合、筆頭者および連名
者は定められた単位を取得できます。また、全国大会、支
部大会ともに、ほとんどのプログラムが、造園CPDプログラ
ムとしての認定を受けており、非会員の方も参加できますの
で、継続教育の一環として、是非、ご参加下さい。

5 　 おわりに
　学会創設100周年を記念する全国大会は、2025年 5 月
16日（金）から18日（日）まで、東京大学本郷地区キャ
ンパス（安田講堂）にて開催されます。その後、各支部
にて100周年記念の支部大会が開催され、関東支部大会

（東京農業大学にて2025年12月開催予定）において、ク
ロージングを迎える予定です。
　造園・ランドスケープ界を巡る状況は常に変動していま
す。地球規模での視点からは、気候変動対策の推進、
生物多様性の確保、Well-beingの実現が大きな課題とな
っています。一方、国内・地域でも、地球規模での課題
や、我が国に特徴的な人口減少少子高齢化、集中豪雨
の頻発や大規模地震への対応等を背景に、例えば、管
理放棄地の解消、緑・農との共生、地域コミュニティの形成、
中心市街地における滞在快適性の向上、都市のアイデン
ティティの確立などが、求められています。日本造園学会は、
これらの社会的な要請に応え、社会・環境に貢献すべく
活動を推進して参ります。皆様のご理解、ご協力・ご支援、
そして学会活動への参加をお待ちしております。

日本造園学会に関するお問い合わせ先（学会事務局）
Tel：03-5459-0515／ E-mail:office＠jila-zouen.org
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